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平成１６年１１月１１日（木） 

 

 

 

 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 

 

第１８回 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 



第１８回美方町・村岡町・香住町合併協議会会議次第 

                 

                  と き：平成１６年１１月１１日(木)      

ところ：香住町ファミリーイン今子浦 

  

１ 開  会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議長の選任 

 

４ 会議の成立 

 

５ 会議録署名委員の指名               

                           

６ 議  題 

（１）報告事項 

・ 美方町・村岡町・香住町合併協議会委員の変更について 

・ 廃置分合申請について 

・ 各種事務事業の取扱いについて 

   指定金融機関等の指定について 

報告第32号  美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局規程の一部を改

正する規程について 

     

７ そ の 他 

（１）第19回美方町・村岡町・香住町合併協議会 

① 日  時 平成１６年１２月１５日（水）１３：３０～ 

② 場  所 美方町総合センター 

③ 議  題 各種事務事業の取扱いについて 

 

 （２）その他 

 

８ 閉  会 

 

９  講  話  

  「県下の市町合併の取り組み状況について」 

 



美方町・村岡町・香住町合併協議会委員・顧問名簿 
 

区  分 氏  名 職名・出身町 摘  要 

上 田
う え だ

節 郎
せ つ ろ う

 美方町長 副会長 

岩 槻
い わ つ き

 健
たけし

 村岡町長 会 長 

規約第８条第１項

１号委員 

（町長） 藤 原
ふ じ わ ら

久 嗣
ひ さ つ ぐ

香住町長 副会長（職務代理者）

井 上
い の う え

秀
ひ で

幸
ゆき

 美方町議会議長  

木 村
き む ら

吉 弘
よ し ひ ろ

 美方町議会議員  

谷 渕 栄 一
た に ぶ ち え い い ち

 村岡町議会議長  

板 坂
い た さ か

公 二
こ う じ

村岡町議会議員  

上 田
う え だ

 孝
たかし

香住町議会議長  

規約第８条第１項

２号委員 

（議長・議員） 

橘
たちばな

 秀 夫
ひ で お

香住町議会議員  

朝 倉
あ さ く ら

富 征
と み ゆ き

  

井 上
い の う え

一 郎
い ち ろ う

  

毛 戸
け ど

公 彦
き み ひ こ

 

中 村
な か む ら

治 泰
は る や す

  

水 間
み ず ま

徳 子
と く こ

 

美 方 町 

 

石 垣
い し が き

健 三
け ん ぞ う

  

井 上 源 一
い の う え げ ん い ち

 

小 谷
こ た に

道 子
み ち こ

  

西 尾 高 雄
に し お た か お

  

三 好 忠 男
み よ し た だ お

 

村 岡 町 

 

伊 藤
い と う

 誠
まこと

  

岡 田 久 子
お か だ ひ さ こ

 

柴 崎
し ば さ き

一 秀
か ず ひ で

 

中 村
な か む ら

 曉
さとる

  

規約第８条第１項

３号委員 

（学識経験者） 

村 瀬
む ら せ

晴 好
は る よ し

 

香 住 町 

 

中 村
な か む ら

 茂
しげる

 兵庫県議会議員  

丸 上
ま る が み

 博
ひろし

 兵庫県議会議員  
規約第９条第１項

顧 問 
西 村
に し む ら

良 二
り ょ う じ

 但馬県民局長  

 



報 告 P   １

報 告 P ２ ～ P ６

報 告 P ７ ～ P ８

報 告 第 ３ ２ 号 P ９ ～ P １ ６

会    議    資    料
資  料  索  引

美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局規程の一部を改正する
規程について

美方町・村岡町・香住町合併協議会委員の変更について

廃置分合申請について

各種事務事業の取扱いについて（指定金融機関等の指定につい
て）



 

 

美方町・村岡町・香住町合併協議会委員の変更について 
 
 美方町・村岡町・香住町合併協議会委員を平成１６年１０月１４日をもって

下記のとおり変更したので報告する。 
 
平成１６年１１月１１日報告 
   
                   美方町・村岡町・香住町合併協議会 
                      会 長  岩 槻   健 
 
 
                  記 

          
１ 規約第８条第１項第２号委員(議員) 

    
新 旧 

 井 上 秀 幸  吉 田 範 明 
 木 村 吉 弘  本 城 繁 信 

                               
 
 
 



 
廃置分合申請について 

 
 廃置分合申請について報告する。 

 
   平成１６年１１月１１日報告 
 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 
会 長   岩 槻    健           

 
平成１６年９月２９日に開催した第１７回合併協議会において全ての合併協

定項目が確認されたことにより、同年１０月２日に合併協定調印式を行った。

 これを受けて、各町ともに１０月臨時議会において廃置分合等合併関連議案

を提案し、審議・可決のうえ、同年１０月１８日付をもって廃置分合申請書を

兵庫県知事宛に提出したので報告する。 
 
 
 
 
 







 



16 年

●各町臨時議会
・廃置分合議案
他２議案　可決

●県知事へ合併申請
(廃置分合申請) ■県民局長

　 ・申請書受理

■県知事
・申請書受理

■県議会
～ ・合併議案提案

・合併議案議決

●合併(廃置分合) ■合併決定
 決定書　受理 (廃置分合決定)

17 年
●合併(廃置分合)

の効力発生

　 　

＊本書は、予定であり確定したものではありません。

12月中旬

　

1月下旬

調印後の合併事務手続きについて(予定)

年月日 香住町、村岡町及び美方町 兵庫県知事 総務大臣

10月18日

10月2日

10月7日
～13日

●合併協定調印

●新町「香美町」誕生4月1日

　
◎　届　出

◎　告　示

10月中旬

10月下旬

11月下旬



 
各種事務事業の取扱いについて 

 
 各種事務事業の取扱いのうち、指定金融機関等の指定について別紙のとおり

調整したので報告する。 

 
   平成１６年１１月１１日報告 
 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 
会 長   岩 槻    健           

 



 



報告第３２号  
 
 
   美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局規程の一部を改正する 

規程について 
 
 
 美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局規程の一部を改正する規程につい

て報告する。 
 
   平成１６年１１月１１日報告 
 
 

美方町・村岡町・香住町合併協議会 
会 長   岩 槻   健 

 
 
 
美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局規程の一部を改正する規程について 
 
 
 合併準備事務の遂行を明確にするため、美方町・村岡町・香住町合併協議会

事務局規程の一部を改正する規程を別紙のとおり定めたので報告する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成  年  月  日承認 



  美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局規程の一部を改正する規程 

 

 美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局規程（平成 15 年合併協議会規程：

報告第６号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

 （４）合併の準備に関すること。 

 

 第９条を第 10 条とし、第８条の次に次の１条を加える。 

 （準備室） 

第９条 第２条第４号に掲げる事務を処理するため、事務局内に新町準備室（以

下「準備室」という。）を置く。 

２ 準備室に室長、次長、係長その他必要な職員を置く。 

３ 分掌事務は、別表２のとおりとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成 16 年 11 月 1 日から施行する。 

 （読替） 

２ 改正後の第９条の規定により設置される職員の職務については、第４条の

規定を準用する。この場合において、第４条中「事務局長」とあるのは「室

長」と、「事務局の」とあるのは「準備室の」と、「事務局内の」とあるのは

「準備室内の」と、「事務局次長」とあるのは「次長」と読み替えるものとす

る。 

３ 改正後の第２条第４号の事務を執行するに当たっては、美方町・村岡町・

香住町合併協議会幹事会規程（平成 15 年協議会規程：報告第３号）第２条中

「協議会に提案する必要な事項」とあるのは「合併準備事項等」と読み替え

るものとする。 

 



  

報告第３２号参考資料 

  

美方町・村岡町・香住町合併協議会事務局規程（改正後） 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、美方町・村岡町・香住町合併協議会規約（以下「規約」とい

う。）第１３条第３項の規定に基づき、美方町・村岡町・香住町合併協議会（以下

「協議会」という。）の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（事務局の任務） 

第２条 規約の規定による事務局の任務は次のとおりとする。 

 (1) 協議会の会議に関すること。 

 (2) 協議会の協議資料の作成に関すること。 

 (3) 協議会の庶務に関すること。 

 (4) 合併の準備に関すること。 

 (5) その他協議会の運営に関し必要な事項 

 

（職員等） 

第３条 事務局に事務局長、事務局参事、事務局次長、係長その他必要な職員を置

く。 

２ 分掌事務は、別表のとおりとする。 

３ 前項に定めるもののほか、事務の円滑な運営に資するため、必要に応じて兵庫

県職員を助言者として派遣要請することができるものとする。 

 

（所掌事務） 

第４条 事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括する。 

２ 事務局参事は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。 

(1) 事務局内の連絡及び調整 

(2) 国県との連絡及び調整 

 (3) 事務局長の職務補佐 

 (4) 事務局長に事故あるとき又は欠けたときの職務の代理 

３ 事務局次長は、事務局長及び事務局参事の指揮監督を受け、次に掲げる職務を



  

行う。 

(1) 係の統括及び連絡、調整 

(2) 事務局長の職務補佐 

４ 係長は、事務局次長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。 

(1) 係に属する業務の調整 

(2) 係に属する職員の指揮監督 

 

（事務局長の専決事項） 

第５条 事務は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただ

し、次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。 

(1) 職員の出張に関すること。 

(2) 職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び忌引の承認に関すること。 

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。 

(4) 消耗品の購入に関すること。 

(5) 物品の購入その他契約の締結に関すること。 

(6) 物品及び現金の出納に関すること。 

(7) 軽易な事項の報告、照会及び回答並びに処理に関すること。 

  

（文書の取扱い） 

第６条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要

な事項は、協議会事務所所在町の文書取扱規程等の規定を準用する。 

 

（職員の服務） 

第７条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、協議会事務所所在

町の例による。 

 

（給与等） 

第８条 職員の給与については、それぞれの所属する町の負担とする。 

２ 職員の旅費については、協議会事務所所在町の例により協議会が支給する。 

 

（準備室） 

第９条 第２条第４号に掲げる事務を処理するため、事務局内に新町準備室（以下



  

「準備室」という。）を置く。 

２ 準備室に室長、次長、係長その他必要な職員を置く。 

３ 分掌事務は、別表２のとおりとする。 

 

（委任） 

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

   

附 則 

 この規程は、平成１５年１２月１５日から施行する。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成１６年１１月１日から施行する。 

 （読替） 

２ 改正後の第９条の規定により設置される職員の職務については、第４条の規定

を準用する。この場合において、第４条中「事務局長」とあるのは「室長」と、

「事務局の」とあるのは「準備室の」と、「事務局内の」とあるのは「準備室内

の」と、「事務局次長」とあるのは「次長」と読み替えるものとする。 

３ 改正後の第２条第４号の事務を執行するに当たっては、美方町・村岡町・香住

町合併協議会幹事会規程（平成15年協議会規程：報告第３号）第２条中「協議会

に提案する必要な事項」とあるのは「合併準備事項等」と読み替えるものとする。 



  

別表（第３条第２項関係） 

係 名 分 掌 事 務 

 

 

 

 

 

総 務 係 

 

 

 

 

 

 

１ 庶務及び会計に関すること 

２ 予算編成に関すること 

３ 合併の諸手続きに関すること 

４ 協議会の会議に関すること 

５ 合併に係る広報に関すること 

６ 人事に関すること 

７ 報酬等支給に関すること 

８ 合併の方式に関すること 

９ 合併の期日に関すること 

10 新町の名称に関すること 

11 新町の事務所の位置に関すること 

12 財産の取扱いに関すること 

13 地域審議会の取扱いに関すること 

14  その他他の係に属さないこと 

計 画 係 

１ 新町のまちづくり計画に関すること 

２ 財政計画に関すること 

３ 合併に係る資料の編纂に関すること 

 

 

調 整 係 

 

 

 

１ 議会の議員の定数及び任期の取扱いに関すること 

２ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いに関すること 

３ 一般職の職員の身分の取扱いに関すること 

４ 一部事務組合等の取扱いに関すること 

５ 地方税の取扱いに関すること 

６ 特別職（各種行政委員会の委員を含む）の身分の取扱いに

関すること 

７ 条例、規則等の取扱いに関すること 

８ 事務機構及び組織の取扱いに関すること 

９ 使用料、手数料等取扱いに関すること 

10 公共的団体等の取扱いに関すること 

11  補助金、交付金等の取扱いに関すること 

12  字名の取扱いに関すること 

13 慣行の取扱いに関すること 

14 国民健康保険事業の取扱いに関すること 

15 介護保険事業の取扱いに関すること 

16 消防団の取扱いに関すること 

17 各種事務事業の取扱い  

18  例規の編纂に関すること 

電算・情報係 

１ 電算システム統合に関すること 

２ 地域情報化に関すること 

 

 



  

別表２（第９条第３項関係） 

係 名 分 掌 事 務 

 

庶  務  係 

 

 

１ 事務組織､事務分掌に関すること 

２ 合併移行準備に関すること 

３ 合併の記録に関するすること 

４ 合併に伴う住民周知に関すること 

５  その他他の係に属さないこと 

 

 

行  政  係 

 

 

１ 地域自治区の取扱いに関すること 

２ 一部事務組合の加入手続き等に関すること 

３ 公共的団体等との連絡調整に関すること 

４ 選挙事務に関すること 

 

財  政  係 

１ 新町の予算編成に関すること 

２ 過疎地域自立促進計画に関すること 

３ 特別職等の報酬等検討委員会に関すること 

 

 

事務事業調整係 

 

１ 各種事務事業一元化に関すること  

２ 例規の整備に関すること  

 

電算センター係 

１ 電算センターに関すること 

２ 公共施設ネットワーク整備に関すること 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

別紙１ 

 

新町準備室の事務分掌 

 

係 名 分 掌 事 務 

 

庶  務  係 

 

 

１ 事務組織､事務分掌に関すること 

２ 合併移行準備に関すること 

３ 合併の記録に関するすること 

４ 合併に伴う住民周知に関すること 

５  その他他の係に属さないこと 

 

行  政  係 

 

 

１ 地域自治区の取扱いに関すること 

２ 一部事務組合の加入手続き等に関すること 

３ 公共的団体等との連絡調整に関すること 

４ 選挙事務に関すること 

財  政  係 

１ 新町の予算編成に関すること 

２ 過疎地域自立促進計画に関すること 

 

 

事務事業調整係 

 

１ 各種事務事業一元化に関すること  

２ 例規の整備に関すること  

 

電算センター係 

１ 電算センターに関すること 

２ 公共施設ネットワーク整備に関すること 

 

 
 



平成１６年１１月１日付

 庶務係長  財政係長 行政係長

（次長兼務） 

 庶務係員

 庶務係員

事務局長 藤原進之助 室長 統括

事務局次長 岸本典明 総務係長兼務 次長

計画係長 穴田康成 財政係長 新町予算編成、過疎計画担当

電算・情報係長 清水幸信

第１調整係長 辺見泰正 行政係長

第２調整係長 吉村松雄 事務事業調整・例規整備担当

第３調整係主査 田尻幸司 事務事業調整・例規整備担当

総務係主査 川戸英明 庶務係主査 庶務、合併移行準備担当

総務係主事 中村貴志 庶務係主事 広報、記録担当

山本純子 事務補助

電算センター係長

地域自治区、一部事務組合、選挙担当

総務係事務補助職員

新町準備室の各業務担当

第３調整係長兼務

庶務係事務補助職員

業務担当の内容

備考

事務事業調整係長

電算・情報係長

兼新町準備室

美方町・村岡町・香住町合併協議会新町準備体制図（案）

職名 氏名

新町準備室 （第１調整係長

兼務）

総務係員兼

総務係員兼 

計画係長兼 第１調整係長 第２調整係長

第３調整係員

新町準備室 兼新町準備室 兼新町準備室

新町準備室

新町準備室

兼新町準備室

総務係長兼

事務補助職員

事務補助職員

合併協議会事務局

職名

事務事業調整係主査

業務

総合調整、事務組織・事務分掌担当

電算センター、公共施設ネットワーク担当

町長会 

助役会

事務事業調整係員

事務事業調整係長

電算センター係長

第３調整係長

兼新町準備室

事務局長兼新町準備室長

　 事務局次長兼新町準備室次長　
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